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門真団地近く「ライフ」そばの産廃不法投棄ゴミの
は2000 年から五味氏自宅ビル目の前の土地で作ら
ていったもの。当時市議だった五味氏がマメに警察
通報するなり業者を告発するなりしていれば、あん
大きなゴミの山になることは絶対になかった！
2001年に市民通報で知った戸田がＨＰで大公開し
がら毎回議会質問で取り上げることで大阪府や警
の動きが早まり、2002 年に業者が逮捕され、戸田
関係者から「戸田さんの写真記録のおかげで助かっ
」と感謝されたが、これは五味氏がろくに写真記録
ら作っていなかったことを如実に示している。
五味氏は業者逮捕後初めて議会質問したものの、損
を拡大させてしまったことへの自省の弁は皆無。
業者逮捕後のゴミ山周囲の不法投棄は、戸田が役所
つついて一掃させ、監視体制を継続させているが
02 年以降現在まで）、五味氏は 03 年府議出馬前も
選後も何ら有効な働きをしないままである。●五味

よ、反論があるなら君が働いた証拠を出してみよ！
市の幹部・職員：「職務上の地位」を利用した選挙運動ダメ。
投票管理者：選挙運動禁止。違反すると「6ヶ月以下の禁固
　　又は 30万円以下の罰金」！　＊「投票立会人は同一の
　　政党や後援会に所属していてはならない。」
民生委員：「その職務上の地位を政党又は政治的目的のため
　　に利用してはならない」＊自分の担当地区内はダメ！
教育委員：「積極的に政治運動をすること及びその地位を利
　　用して選挙運動をすることは禁止」
社会教育団体：団体として「選挙に関し特定の候補者を支持
　　し、又はこれに反対すること」をすると社会教育団体の
　　認定からはずされ、助成金等が受けられなくなる。
＊社会教育団体の例：体育協会・文化協会・スポーツ少年団
　　　　　　本部・子ども会育成連合会（市子連）など多数
　　戸田議員殿　（要旨）
12月26日より始まります年末
警戒の夜警で特に目立ったの
は○○○の消防団です。消防署
の方の視察が終わった後にま
るで忘年会のように酒を飲ん
で宴会・・市議会の秋田さんが
門真市の団長だと聞き驚いて
おります。消防団員には手当て
も出ていると思います。これは
我々一人一人の血税です。
戸田が秋田団長と市に調査を
求め秋田氏が誠実に対応。即
座に「年末出動手当一律受け
取り辞退」を決定！
調査の結果、出動団員の36％
が飲酒していたことが判明。
長年の慣行にメスが入った。
併せて、戸田は消防団役員の
氏名公開要求し団長も合意。


